
さまざまな物価が高騰し、影響を受けている生活者や事業者に対する支援事業と

して、水道料金の基本料金を免除します。

釧路市水道事業と「家事用」「業務用」「浴場用」の給水契約がある使用者の方。
（ただし、国及び地方公共団体の機関又は施設のほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法の指定公共機関を除く）

令和６年２月及び３月検針分.
（２月１日から３月３１日の期間に検針する水道料金の基本料金を最大２か月分）

◆ 下水道使用料の基本使用料は減免になりません。

※ お客様から申請の必要はありません。



お問合せ先：釧路市上下水道部 総務課 総務担当
ＴＥＬ（ 0 1 5 4 ） 4 3 - 2 1 6 4
受付時間 8：50～17：20（平日）

※ 『水道使用量のお知らせ』の「水道料金10％対象」並びに「うち消費税額」
は減免後の額を記載しております。


